
○スポーツ広場使用料
■　施設使用料

平日 土日祝

260 1,990

全    面 330 660 130 130

１／２面 160 330 470 470

１／４面 70 150 40 40

全    面 160 310 6,290 8,170

１／２面 70 160 3,140 4,090

物見山スポーツ広場 全    面 160 310

全    面 1,500 3,000 ○市民テニスコート

１／２面 750 1,500

■　附帯設備使用料

500 1,010

330 660

990 1,980

外神スポーツ広場 放送設備 130 250

山宮ふじざくら球技場 放送設備 130 250

■　照明施設使用料

全    面 4,560 9,120

１／２面 2,660 5,320

１／４面 1,520 3,040

全   灯 3,140 6,290

半   灯 1,570 3,140

全   灯 6,290 12,570

半   灯 3,140 6,290

サッカー 5,860 11,720

○市民プール

１．　この使用料は、入場料等を徴しない場合のものである。

２．　入場料等を徴する場合の使用料は、当該使用料に３を乗じて得た額とする。

３．　大人とは、一般社会人並びに大学及び高等学校（これらに準ずる学校を含む）の学生又は生徒をいい、

　　　小人とは、これらの者以外の者をいう。

４．　準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含む。

５．　特別な電気設備を使用するときは、別に電気使用料相当額を徴する。

外神スポーツ広場

　　相当額を徴する。

１時間当たりの使用料（円）

左記以外
区 分

コート１面

夜間照明コート1面

放送設備（1回に利用つき）

富士宮市
富士市

富士宮市
富士市

　　（詳細は市民体育館まで）

６．障がい者福祉団体が使用する場合は、減免とする。

 　 10割を加算する。

３．入場料を徴する場合の使用料は、当該施設使用料に

４．準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含む。

５．特別な電気設備を使用するときは、別に電気使用料

１． 「富士宮市・富士市」とは、富士宮市・富士市に居住

　　または勤務する者である。

２．使用時間に1時間に満たない端数があるときは、これ

　　れを１時間とする。

富士宮市
富士市

左記以外

１時間当たりの使用料（円）

山宮ふじざくら球技場

区 分

１時間当たりの使用料（円）

上井出スポーツ広場

区 分

富士宮市
富士市

左記以外

左記以外

６.　 障がい者及びその介護者が使用する場合は、減免とする。（詳細は市民体育館まで）

使用料（円）

個人使用

2,860

1,410
専用で使用する場合 屋内プール

２５ｍプール

子供プール

小　　　人

団体使用

専用で使用しない場合

当日券１回につき

３０人以上　（１回につき）
団体の人数に個人使用の使用料（当日券による使用料）を乗じ、その額に
１００分の８０を乗じて得た額とする。

○静岡県ソフトボール場（富士山スタジアム）※圏内外同一料金

１コース１時間

回数券１２枚綴り

440

220

上井出スポーツ広場

区 分

全    面

放送設備

スコアボード

使 用 区 分

4,400

山宮ふじざくら球技場

外神スポーツ広場

区 分

１時間当たりの使用料（円）

１時間当たりの使用料（円）

会議室

照明全灯

照明半灯

2,200

１時間

大　　　人

小　　　人

大　　　人


